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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第１１９号 

 

第１ 審査会の結論 

徳島県知事の決定は、妥当である。 

 

第２ 諮問事案の概要 

１ 公文書公開請求 

令和元年６月１２日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対し、「Ｈ１９年度市道から横見東部第２ポンプ場の前につな

がるパイプラインの配置図と境界立会に関する書類全部（用地関係例規集Ｈ１３年４

月に基づくもの）」の公文書公開請求（以下「本件請求」という。）を行った。 

 

２ 実施機関の決定 

令和元年６月２５日、実施機関は、本件請求に係る公文書として「「Ｈ１８阿耕 国

附 横見東部 第２揚水機製作据付工事図面」のポンプ設備全体平面図（以下「本件

書類」という。）」と特定し、公文書公開決定処分（以下「本件処分」という。）を

行い、審査請求人に通知した。 

 

３ 審査請求 

令和元年７月３日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。 

 

４ 諮問 

令和５年３月１４日、実施機関は、徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・個

人情報保護審査会（以下「当審査会」という。））に対して、本件審査請求につき諮

問（以下「本件事案」という。）を行った。 

 

第３ 審査請求人の主張要旨 

１ 審査請求の趣旨 

枉法行為を確認した為 

 

２ 審査請求の理由 

    県は、本来あるべき書類を隠しているので出せ。本来公図とか赤線青線等の書類を 

出せ。 

   

第４ 実施機関の説明要旨 

実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり
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である。 

南部総合県民局農林水産部＜阿南＞（以下「農林水産部阿南」という。）は、本件

請求に係る対象公文書を審査請求人が公開を求めた公文書の件名どおりの、本件書類

であると特定した。 

農林水産部阿南は、審査請求人が公開を求めた公文書のうち「境界立会に関する書

類」は、赤線青線等を示す公図であって、不動産登記法により、法務局において閲覧

できるため、法務局にて閲覧してほしい旨、審査請求人に口頭で説明している。 

なお、不動産登記法第１５３条に、登記簿等及び筆界特定書等については、行政機

関の保有する情報の公開に関する法律の規定は適用しないとされていることから、審

査請求人が公開を求めた公文書は、条例第３５条により、情報公開の適用外である。 

審査請求人は審査請求の理由として「県は、本来あるべき書類を出せ。本来公図と

か赤線青線等の書類を出せ。」と主張しているが、農林水産部阿南は今回の決定にお

いて不存在の文書を除き全て公開している。 

 

第５ 審査会の処理経過 

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。 

年月日 内 容 

令和５年 ３月１４日 諮問 

令和６年１１月２９日 
第３部会（第１４回） 

審議 

同年  １２月２３日 
第３部会（第１５回） 

審議 

 

第６ 審査会の判断 

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。 

１ 本件請求に係る公文書について 

実施機関は、本件請求に係る公文書を本件書類と特定して本件処分を行っている。 

これに対して審査請求人は、「本来公図とか赤線青線等の書類を出せ。」と主張し

ており、実施機関が特定した公文書以外に文書が存在すると主張していることから、

以下、本件処分の妥当性について検討する。 

 

２ 本件処分の妥当性について 

実施機関に確認したところ、審査請求人の主張する「境界立会に関する書類」は、

赤線青線等を示す公図を求める趣旨であったため、法務局にて閲覧してほしい旨を審

査請求人に口頭で説明したとのことである。 

なお、不動産登記法第１５３条において「登記簿等及び筆界特定書等については、
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行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）の規定は、

適用しない。」とされており、また、条例第３５条において、「法律の規定により、

行政機関の保有する情報の公開に関する法律（平成１１年法律第４２号）の規定を適

用しないこととされている公文書については、この条例の規定は、適用しない。」と

されている。 

審査請求人が公開を求めている公図は、不動産登記法第１２２条に規定されている

登記簿等であり、同法第１５３条及び条例第３５条により情報公開制度の対象外であ

るため、今回の決定において不存在の文書を除き全て公開しているとする実施機関の

説明に特に不合理な点は認められない。 

 

３ 結論 

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。 
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